
 

 

は じ め に 

 

 

 

 

子どもは、社会の宝であり未来への希望です。子どもの笑顔は 

私たち大人の変わらぬ願いであり、健やかな成長を保障すること 

は社会全体の責任です。 

本市の将来を真に活力あるものにするためには、子育て世代か 

ら積極的に選ばれるまちづくりを進めることがきわめて重要です。 

そのためには、待機児童を解消し子育てと仕事の両立がしやす 
い環境を確保すること、生涯にわたる学習の基礎を培うための優 

 

れた幼児教育を受ける機会を充実すること、そしてすべての子どもの豊かな育ちと学びを保障

するため、子どもと保護者への支援体制を確立することが強く求められています。 
また、近年、核家族化や、住民同士の絆の希薄化が進みつつある地域の現状など、子育てを

めぐる社会情勢の変化に伴って、子育てに対する不安や孤立感をいだく保護者が増えているこ

とに加え、歳の異なる子ども達の中で他者との関わりを持ちながら育つ機会が減少するなど、

これまで家庭や地域が有していた「子育て力」の低下が指摘されています。その歪みは、往々

にして様々な形で弱い立場である子ども達に集まってしまいます。私たち大人は、子どもが過

ごす時間の大切さをかみしめながら、子どもの最善の利益を実現するために全力を尽くさねば

なりません。 

本市では、この計画に沿って、今年４月にスタートする子ども・子育て支援新制度を踏まえ、

家庭や地域、教育・保育に携わる事業者の方々や関係機関と協働し、あらゆる角度から子育て

支援に取り組みます。その際、民間事業者の優れた能力と柔軟性、認定こども園制度の特長を

最大限に活かすとともに、公立施設にあっては、果たすべき役割を十分に検討し、集約化を行

いながら効果的・効率的な運営を図ってまいります。  

 

結びに、本計画の策定にあたり貴重なご意見をいただきました守口市子ども・子育て会議の

委員の皆様、そしてニーズ調査やパブリックコメントで貴重なご意見をいただきました皆様に

心から感謝申し上げますとともに、今後とも、『新しい時代に夢を、新しい世代に希望を託せ

るまち』を実現するために、全市を挙げて取り組んでまいりますので市民の皆様のご理解とご

協力をお願い申し上げます。 

 

平成 27 年３月 

守口市長 
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計画書の見方 

■ 計画の構成 

本計画は以下のとおり構成されています。 

     

 概
要  

第１章 計画の概要 

 計画策定の背景や趣旨、計画の全体像や概要（位置づけや計画期間）を示すとともに、新
制度の概要を掲載しています。 

     
     
     

 現
状
・課
題
の
整
理 

 

第２章 守口市の子どもと子育て家庭を取り巻く現状 

 守口市の子どもと子育て家庭を取り巻く現状について、統計データやニーズ調査結果の考
察を掲載しています。 

     

  

第３章 守口市次世代育成支援後期行動計画の評価と課題 

 これまで取組みを進めてきた「守口市次世代育成支援後期行動計画」について、事業担当
課の自己評価結果とともに、評価の考察を掲載しています。 

     
現状・課題を踏まえて「守口市子ども・子育て支援事業計画」における取組みを展開していきます。 

 
 

 

     

 
今
後
の
方
向
性
と
具
体
的
な
取
組
み 

 

第４章 計画の基本的な考え方 

 今回策定する「守口市子ども・子育て支援事業計画」における基本理念と重点方針、基本
的な施策と目標等、計画の基本的な考え方を示しています。 

     

  

第５章 施策目標別の展開 

 「守口市子ども・子育て支援事業計画」で取り組む具体的な施策について、施策目標ごと
に内容を示しています。 

     

  

第６章 事業計画 

 「子ども・子育て支援事業計画」の必須記載事項として定められた教育・保育、各事業の
量の見込みや確保の内容を具体的に示しています。 
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第７章 計画の推進に向けて 

 
守口市の子ども・子育て支援施策を総合的・計画的に推進するための方策を示しています。 

 
 

■ 用語解説 

計画書の本文や図表中において、用語の右上に「※」のついている語句については、巻末の

資料編「10.用語集」にて用語の説明を記載しています。 

なお、本文中の「就学前」は「小学校就学前」のことを指します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


